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議第19号

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。

平成30年２月16日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例

　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正

する。

　別表第２法第15条の４において準用する法第９条の６第１項の規定に基づ

く産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対

する審査の項の次に次の２項を加える。

法第12条の７第１項の規定に基づく２以上の事業者による産業廃棄物
の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 147,000　

法第12条の７第７項の規定に基づく２以上の事業者による産業廃棄物
の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 134,000　

附 則

　この条例は，平成30年４月１日から施行する。

提案理由

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく2以上の事業者による

産業廃棄物の処理に係る特例の認定等の申請に対する審査に係る手数料を定

める必要があるので提案する。


